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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

所
得
に
対
す
る
租
税
及
び
あ
る
種
の
他
の
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
及
び
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
日
本

国
と
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
大
公
国
と
の
間
の
条
約
を
改
正
す
る
議
定
書
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

（
閣
条
第
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

近
年
の
世
界
経
済
の
急
激
な
減
速
に
伴
い
、
各
国
の
税
収
確
保
の
観
点
か
ら
、
租
税
に
関
す
る
透
明
性
の
確
保
に
消
極
的
と

さ
れ
る
国
及
び
地
域
と
の
間
で
租
税
に
関
す
る
情
報
交
換
の
枠
組
み
を
整
備
し
、
及
び
拡
充
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
増
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
踏
ま
え
、
両
政
府
は
、
二
〇
〇
九
年
（
平
成
二
十
一
年
）
十
二
月
以
降
、
現
行
租
税
条
約
の
情
報
交

換
に
係
る
規
定
（
第
二
十
八
条
）
を
見
直
す
た
め
の
交
渉
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
現
行
租
税
条
約
を
改
正
す
る
た
め
の

議
定
書
の
案
文
に
つ
い
て
最
終
的
合
意
を
み
る
に
至
っ
た
の
で
、
二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
十
二
年
）
一
月
二
十
五
日
に
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
、
こ
の
議
定
書
の
署
名
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
議
定
書
は
、
前
文
、
本
文
三
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
現
行
租
税
条
約
第
十
一
条
４
を
改
め
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
及
び
日
本
国
の
利
子
免
税
対
象
機
関
と
し
て
の
「
中
央
銀
行
」

及
び
「
政
府
の
所
有
す
る
金
融
機
関
」
に
該
当
す
る
機
関
に
つ
い
て
所
要
の
修
正
を
加
え
る
。
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二
、
現
行
租
税
条
約
第
二
十
八
条
を
改
め
、
両
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
条
約
の
規
定
の
実
施
又
は
両
締
約
国
若
し
く

は
そ
れ
ら
の
地
方
公
共
団
体
が
課
す
る
す
べ
て
の
種
類
の
租
税
に
関
す
る
両
締
約
国
の
法
令
の
規
定
の
運
用
若
し
く
は
執
行

に
関
連
す
る
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
受
領
し
た
情
報
を
秘
密
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
、
一
定

の
場
合
に
は
情
報
を
提
供
す
る
義
務
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

三
、
こ
の
議
定
書
は
、
両
締
約
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
法
上
の
手
続
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
議
定
書

は
、
そ
の
承
認
を
通
知
す
る
外
交
上
の
公
文
の
交
換
の
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。


